
地域内フィーダー系統確保維持計画（案） 

 

平成２４年６月２９日  

（名  称） 本別町地域公共交通会議 

（代表者名） 会長 髙 橋 正 夫 

 

 

 

１）地域内フィーダー系統確保維持事業の名称 

  「太陽の丘循環バス運行事業」 

 

２）目的・必要性 

急激な過疎化、高齢化の進展、独居老人の増加が進むなかで地域公共交通路線の再編は喫緊の

課題であります。 

人口の減少に伴い、地域内におけるバス利用者は減少傾向にありますが、町民や町外からの利

用者の足の確保を図るための地域公共交通の整備は、地域における市街地商店街の活性化や通院

患者等の移動の確保の面からも、大変重要な問題であり、また町民・行政にとって有効かつ効率

的な公共交通の運行体系へ見直ししつつ、町の財政負担の軽減も求められています。 

本循環バスは、国保病院の移転に伴い、市街地区と国保病院を結ぶ循環バスとして、平成12年4

月より運行しておりますが、通院のみならず、買物等の生活利便性を図るコミュニティバスとし

ての機能を向上させ、町民が安心して暮らせる交通環境を確保し、また、運行方法等の工夫によ

り将来にわたり持続可能な公共交通サービスを行うことを目指すものであります。 

 

 

 

 

１）事業の目標 

通院時の利便性を確保しながら、生活面の利便性の向上を図るように運行計画を見直し、コミ

ュニティバスとしての機能を向上させるとともに、将来にわたって町民が安心できる暮らしを支

える公共交通を確保する。 

また、広報活動の充実を図り、着実な利用の定着化とともに、町民が安心して誰もが利用しや

すい環境の整備に努め、利用者増を目指した取り組みを行う。 

  ○太陽の丘循環バス利用者数 ⇒平成２５年度目標値：年間 18,600人（前年度基準で同等） 

  ○皆が利用できるバスへの認知度 ⇒平成２５年度目標値：町民の８０％以上 

  ○運行にかかる費用 ⇒平成２５年度目標値：平成２２年度と同等かそれ以下 

 

２）事業の効果 

コミュニティバスの運行を維持することにより、市街地区における移動手段が確保されること

で、当該地域の利便性確保はもとより、地域の活性化も図られる。 

 

１ 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

２ 地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 



 

 

 ・別添の表１のとおり 

 

 

 

・別添の表２のとおり  

 

 

 

 

 ・地域内フィーダー系統確保維持計画のため記載なし 

 

 

 

 

 ・該当しないため記載なし 

 

 

 

・別添の表５のとおり 

 

 

 

 ・車両の取得を行わないため記載なし 

 

 

 

 ・車両の取得を行わないため記載なし 

 

 

 

・車両の取得を行わないため記載なし 

 

 

 

 ・平成２４年１月の会議において、地域公共交通確保維持改善事業費補助金活用において承認。 

 ・平成２４年７月の会議において、地域内フィーダー系統確保維持計画を承認済。 

 

 

１１ 協議会の開催状況と主な議論 

４ 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及び負担額 

３ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者 

７ 地域公共交通確保維持事業を行う地域の概要 

６ 別表４の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準

ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

５ 別表４の補助事業の基準ニに基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が

３回以上で足りると認めた系統の概要 

８ 車両の取得に係る目的・必要性 

９ 車両の取得に係る定量的な目標・効果 

１０ 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者 



 

 

 

 

・太陽の丘循環バスの運行については、平成２２年度に地域公共交通活性化・再生総合事業（調査

事業）により、試験運行やアンケート等の各調査により利用者ニーズの把握を行っている。また、

本計画は地域公共交通会議において承認されたものであり、会議構成員として、自治会連合会会長

が参加、協議に加わっていただいていることから、公共交通利用者（町民）の意見が一定程度反映

されているものと認識している。 

 

 

 

 ・別紙のとおり 

 

 

１２ 利用者等の意見の反映状況 

１３ 協議会メンバーの構成 



別紙 

本別町地域公共交通会議名簿 

【H24.6.29】 

所  属 職  名 氏  名 所属先住所 備 考 

本  別  町 

本別町長 

本別町副町長 

教育委員会教育次長 

建設水道課長 

健康管理センター事務長 

企画振興課長 

髙橋 正夫

砂原  勝

竹田  稔

横田 仁志

吉井 勝彦

川本 秀二

089-3392 

本別町北 2 丁目 

 

 

会 長 
職務代理 
 

十 勝 バ ス 

株 式 会 社 
旅客事業本部長 長沢 敏彦

080-2463 

帯広市西 23 条北 1 丁目 1 番 1 号  

本別ハイヤー 

有 限 会 社 
専務取締役 白木 智康

089-3334 

本別町北 5 丁目 
 

有 限 会 社 

北 海 陸 運 
代表取締役 小川 哲也

089-3321 

本別町上本別 10 番地 3 
 

毎 日 交 通 

株 式 会 社 
代表取締役 千葉 元逸

080-1182 

帯広市川西町基線 24 番地 13 
 

十 勝 地 区 

バ ス 協 会 
事務局 山本 康友

080-2463 

帯広市西 23 条北 1 丁目 1 番 1 号 

（十勝バス㈱内） 
 

十 勝 地 区 

ハイヤー協会 
常務理事 塚本 俊二

080-0017 

帯広市西 7 条南 7 丁目 2 番地  

住 民 代 表 自治会連合会会長 三枝 金作
089-3334 

本別町北 6 丁目 
 

北海道運輸局 

帯広運輸支局 

首席運輸企画専門官 藤田 雅博
080-2459 

帯広市西 19 条北 1 丁目 8 番 4 号 
 

運輸企画専門官 小林 俊介 〃  

北海道地方交通
運輸産業労働組
合協議会十勝地
区 交 運 労 協 

事務局長 前田 英司

080-2463 

帯広市西 23 条北 1 丁目 5  

北 海 道 

十勝総合振興局 
地域振興部地域政策課長 吉田 健二

080-8588 

帯広市東 3 条南 3 丁目  

 

事 務 局 

企画振興課長補佐 髙橋  優   

企画振興課主査 小川 芳幸   

企画振興課主任 多田真喜子   



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者

基準ロで
該当する要件

接続する補助対象
地域間幹線系統等
と接続確保策

基準ニで
該当する要件

本別町 本別町 太陽の丘循環バス　南回り 地域内フィーダー 1,517.0
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

本別町 太陽の丘循環バス　北回り 地域内フィーダー 1,438.5
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

本別町 太陽の丘循環バス　直行便 地域内フィーダー 246.0
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

本別町 太陽の丘循環バス　近道便 地域内フィーダー 509.5
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

3,711

（注）

１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。

３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

合　　　　　計

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保す
るかについて記載する。

平成２５年度

都道府県
（市区町村）

運行予定者名 運行系統名
地域間幹線/
地域内フィーダー

の別

確保維持事業
に要する国庫
補助額（千円）

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表６「補助対象の基準」）



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者

基準ロで
該当する要件

接続する補助対象
地域間幹線系統等
と接続確保策

基準ニで
該当する要件

本別町 本別町 太陽の丘循環バス　南回り 地域内フィーダー 1,523.5
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

本別町 太陽の丘循環バス　北回り 地域内フィーダー 1,444.0
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

本別町 太陽の丘循環バス　直行便 地域内フィーダー 247.0
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

本別町 太陽の丘循環バス　近道便 地域内フィーダー 511.5
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

3,726

（注）

１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。

３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

合　　　　　計

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保す
るかについて記載する。

平成２６年度

都道府県
（市区町村）

運行予定者名 運行系統名
地域間幹線/
地域内フィーダー

の別

確保維持事業
に要する国庫
補助額（千円）

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表６「補助対象の基準」）



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者

基準ロで
該当する要件

接続する補助対象
地域間幹線系統等

と接続確保策

基準ニで
該当する要件

本別町 本別町 太陽の丘循環バス　南回り 地域内フィーダー 1,511.0
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

本別町 太陽の丘循環バス　北回り 地域内フィーダー 1,432.5
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

本別町 太陽の丘循環バス　直行便 地域内フィーダー 245.0
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

本別町 太陽の丘循環バス　近道便 地域内フィーダー 507.5
①地域間幹線
系統のフィー
ダー系統

運行ダイヤについて旧本別駅
において利用状況も考慮のう
え、十勝バス帯広陸別線との
調整を行う。

③平成２３年度以降
に本節による補助金
の交付を受けたこと
があるもの。

3,696

（注）

１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。

３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

合　　　　　計

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保す
るかについて記載する。

平成２７年度

都道府県
（市区町村）

運行予定者名 運行系統名
地域間幹線/

地域内フィーダー
の別

確保維持事業
に要する国庫
補助額（千円）

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表６「補助対象の基準」）



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）

１．申請事業者の概要

㎞

㎞

㎞

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

補助対象期間の
前々年度(基準期間※)の

損益状況

基準期間の前年度の
損益状況

基準期間の前々年度の
損益状況

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ（ハ）

基準期間の前年度の実車走行キロ（ハ’）

基準期間の前々年度の実車走行キロ（ハ”）

0

31,311.0

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 102 千円 営業外収益 0 千円

30,558.8 ％

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 152 千円 営業外収益 0 千円 経常収益（イ”） 152 千円

営業費用 10,814 千円 営業外費用 0 千円 経常費用（ロ”） 10,814 千円

営業損益

30,830.8 経常収支率 0.98 ％

営業損益

千円 経常損益 △ 10,662 千円△ 10,662 千円 営業外損益

△ 10,260 千円 営業外損益 0 千円 経常損益

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちい
ずれか少ないほう

の額）

ラ

3,711 千円

補助対象経費の
1/2

ツ×1/2＝ネ

1,517.0 千円

1,438.5 千円

246.0 千円

509.5 千円

千円

千円

3,711 千円

3,034,750円

2,877,205円

492,684円

1,019 千円

千円

千円

7,422 千円

国庫補助
上限額

ナ

7,978 千円

補助対象経費

ツ

3,034 千円

ヨのうち補助ブロッ
ク外乗入部分及び
同一補助ブロック

市区町村外乗入部
分以外に係るもの

ヨ×ル＝ソ

3,034,750円

2,877,205円

492,684円

1,019,608円

円

円

7,424,247円

2,877 千円

492 千円

0.0㎞

0.0㎞ 38.3㎞ 0.0㎞ 0.0㎞ 0.0㎞

39.3㎞ 0.0㎞

補助対象
経常費用
の見込額

ト×ヲ以上
の額：カ

補助対象経常費用
から経常収益を控

除した額

ワ－カ＝ヨ

補助対象系統の経
常収益の見込額

補助対象系統
のキロ当たり

経常収益
(ノの額)

㎞

4 系統

2円.96銭

1円.45銭

1,019,608円

円

7,424,247円

㎞

㎞ ㎞

0.0㎞

太陽の丘循環バス　直行便 町立病院北北海道 第３号

17.1㎞

0.0㎞

㎞㎞
日

- 活性化センター 244 日 488.0 回
2.0㎞

1.0㎞

㎞㎞

0.0㎞

回

ト

㎞

㎞

62,220円

33,946円

2,831円

39,555円

円

円

138,552円

円　 銭

9円.48銭

円

合計

 円

7,562,799円

合計

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

3,096,970円

2,911,151円

495,515円

1,059,163円

円

29,792.4㎞
0.0㎞

 

北北海道 第４号

補助ブ
ロック

名

申請
番号

北北海道 第１号

北北海道 第３号

北北海道 第２号

円　 銭

5円.10銭

北北海道
0.0㎞

北北海道 第４号 太陽の丘循環バス　近道便 町立病院 旧本別駅 町立病院 244 日 244.0 回
17.1㎞ 0.0㎞ 0.0㎞

第２号 太陽の丘循環バス　北回り 町立病院 旧本別駅 町立病院 244 日

運行系統

起点
主な

経由地
終点

0.0㎞

㎞

0.0㎞

日 回
㎞

0.0㎞

チ リ

0.0㎞

0.0㎞

1,220.0 回
9.8㎞

0.0㎞ 9.8㎞

円 銭

円 85 銭 253北北海道 309 円 88 銭 253

円 銭

千円

千円

千円

10,138 営業外費用 0 経常費用（ロ） 10,138

千円

千円

千円 126

営業外損益千円

千円

千円

円 85

円

経常収益（イ’） 102

0 経常損益 △ 10,012

千円 経常費用（ロ’） 10,362

△ 10,260

経常収支率 1.40

千円

10,362

補助ブロック名
イ÷ハへホ

％

銭 4

323 円 78 銭 -4.34

％

営業費用 千円 営業外費用 0

1.24

千円

千円

営業費用

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

キロ当たり経常収益

％

円 銭 円 銭 円 銭

87 銭 336 円 9 銭

北北海道 第１号 太陽の丘循環バス　南回り

0.0㎞

系統キロ程
補助ブロック外

乗入部分のキロ程

10.4㎞

0.0㎞ 10.4㎞
旧本別駅町立病院 1,220.0 回244 日

0.0㎞

0.0㎞ 0.0㎞
町立病院

補助ブ
ロック

名

申請
番号

運行
系統名

計画
運行回数

計画
運行日数

（平均） （平均）

平成２５年度本別町

ｃ×（1+（d÷2））
2
 = ニ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

地域キロ当たり
標準経常費用

経常収支率

事業者名

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 126 営業外収益 0 経常収益（イ）

営業損益 △ 10,012

北北海道

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝ａ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-1))÷2

=　ｄ

353 円

100.000 %

%

100.000 %

100.000 %

銭 銭円

0.0㎞ 0.0㎞

0.0㎞ 0.0㎞ 0.0㎞

100.000 %

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

0.0㎞

0.0㎞

㎞ ㎞ ㎞

1,952.0㎞

㎞

11,468.0㎞

ヲ

計画実車走行キロ

12,200.0㎞

円 2 銭

（チ－（リ＋
ヌ））÷チ＝ル

補助ブロック外乗
り入れ部分及び
同一補助ブロック
市区町村外乗り
入れ部分以外の
キロ程の比率

（平均）

4,172.4㎞

% ㎞

㎞ ㎞

㎞

0.0㎞ 0.0㎞

0.0㎞

ヌ

0.0㎞



（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

銭

北北海道

北北海道

北北海道

北北海道

 

 

16 銭 -6.32 ％ 2 円 96 銭

1 円 59 銭 1 円 円

％ 円

9 円 48

円

％ 1 45

銭円 銭 円 銭

銭

円 銭 円

円 銭

銭 円 銭 ％ 銭

円 銭 ％

4 円 31 銭 2 円 40

58 銭 1

円 銭 円 銭

5 円 10 銭

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

　（基準期間※） ｇ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前々年度）　ｅ

6 円 31 銭 4 円 56 銭

平均増減率
(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))÷2

=　ｈ

％-4.98

円 50 銭 -2.84

銭 3 円

補助ブ
ロック

名

5 円 37 銭

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に
係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象
期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができ
る。）

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。
　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基
準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

負担割合

補助ブ
ロック

名

申請
番号

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

(2) 添付書類

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均
値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）
に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

円 % 円 %9,093,515円 5,382,515円 円

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定め
る期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

北北海道 第２号

北北海道 第３号

北北海道 第４号

北北海道 第１号

合計 % 5,382,515円 100.0%

第４号

第３号

第２号

第１号

602,054円

1,253,388円

円

円

 

 

3,718,316円

3,519,757円

申請
番号

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

ウの負担者とその負担割合

都道府県

経常費用から
経常収益を控

除した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」
の具体的概要



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）

１．申請事業者の概要

㎞

㎞

㎞

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

1,960.0㎞

㎞

11,515.0㎞

ヲ

計画実車走行キロ

12,250.0㎞

円 2 銭

（チ－（リ＋
ヌ））÷チ＝ル

補助ブロック外乗
り入れ部分及び
同一補助ブロック
市区町村外乗り
入れ部分以外の
キロ程の比率

（平均）

4,189.5㎞

% ㎞

㎞ ㎞

㎞

0.0㎞ 0.0㎞

0.0㎞

ヌ

0.0㎞
100.000 %

%

100.000 %

100.000 %

銭 銭円

0.0㎞ 0.0㎞

0.0㎞ 0.0㎞ 0.0㎞

100.000 %

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

0.0㎞

0.0㎞

㎞ ㎞ ㎞

平成２６年度本別町

ｃ×（1+（d÷2））
2
 = ニ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

地域キロ当たり
標準経常費用

経常収支率

事業者名

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 126 営業外収益 0 経常収益（イ）

営業損益 △ 10,012

北北海道

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝ａ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-1))÷2

=　ｄ

353 円

北北海道 第１号 太陽の丘循環バス　南回り

0.0㎞

系統キロ程
補助ブロック外

乗入部分のキロ程

10.4㎞

0.0㎞ 10.4㎞
旧本別駅町立病院 1,225.0 回245 日

0.0㎞

0.0㎞ 0.0㎞
町立病院

補助ブ
ロック

名

申請
番号

運行
系統名

計画
運行回数

計画
運行日数

（平均） （平均）

営業費用

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

キロ当たり経常収益

％

円 銭 円 銭 円 銭

87 銭 336 円 9 銭

千円

10,362

補助ブロック名
イ÷ハへホ

％

銭 4

323 円 78 銭 -4.34

％

営業費用 千円 営業外費用 0

1.24

千円

千円

円 85

円

経常収益（イ’） 102

0 経常損益 △ 10,012

千円 経常費用（ロ’） 10,362

△ 10,260

経常収支率 1.40

千円

千円

千円

10,138 営業外費用 0 経常費用（ロ） 10,138

千円

千円

千円 126

営業外損益千円

千円

千円

円 銭

円 85 銭 253北北海道 309 円 88 銭 253

円 銭

運行系統

起点
主な

経由地
終点

0.0㎞

㎞

0.0㎞

日 回
㎞

0.0㎞

チ リ

0.0㎞

0.0㎞

1,225.0 回
9.8㎞

0.0㎞ 9.8㎞
北北海道

0.0㎞

北北海道 第４号 太陽の丘循環バス　近道便 町立病院 旧本別駅 町立病院 245 日 245.0 回
17.1㎞ 0.0㎞ 0.0㎞

第２号 太陽の丘循環バス　北回り 町立病院 旧本別駅 町立病院 245 日

合計

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

3,109,662円

2,923,082円

497,546円

1,063,504円

円

29,914.5㎞
0.0㎞

 

北北海道 第４号

補助ブ
ロック

名

申請
番号

北北海道 第１号

北北海道 第３号

北北海道 第２号

円　 銭

5円.10銭

円

合計

 円

7,593,794円

0.0㎞

回

ト

㎞

㎞

62,475円

34,085円

2,842円

39,717円

円

円

139,119円

円　 銭

9円.48銭

北北海道 第３号

17.1㎞

0.0㎞

㎞㎞
日

- 活性化センター 245 日 490.0 回
2.0㎞

1.0㎞

㎞㎞

㎞

㎞ ㎞

0.0㎞

太陽の丘循環バス　直行便 町立病院

ト×ヲ以上
の額：カ

補助対象経常費用
から経常収益を控

除した額

ワ－カ＝ヨ

補助対象系統の経
常収益の見込額

補助対象系統
のキロ当たり

経常収益
(ノの額)

㎞

4 系統

2円.96銭

1円.45銭

1,023,787円

円

7,454,675円

2,888 千円

494 千円

0.0㎞

0.0㎞ 38.3㎞ 0.0㎞ 0.0㎞ 0.0㎞

39.3㎞ 0.0㎞

補助対象
経常費用
の見込額

3,047,187円

2,888,997円

494,704円

1,023 千円

千円

千円

7,452 千円

国庫補助
上限額

ナ

7,978 千円

補助対象経費

ツ

3,047 千円

ヨのうち補助ブロッ
ク外乗入部分及び
同一補助ブロック

市区町村外乗入部
分以外に係るもの

ヨ×ル＝ソ

3,047,187円

2,888,997円

494,704円

1,023,787円

円

円

7,454,675円

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちい
ずれか少ないほう

の額）

ラ

3,726 千円

補助対象経費の
1/2

ツ×1/2＝ネ

1,523.5 千円

1,444.0 千円

247.0 千円

511.5 千円

千円

千円

3,726 千円

30,830.8 経常収支率 0.98 ％

営業損益

千円 経常損益 △ 10,662 千円△ 10,662 千円 営業外損益

△ 10,260 千円 営業外損益 0 千円 経常損益

％

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 152 千円 営業外収益 0 千円 経常収益（イ”） 152 千円

営業費用 10,814 千円 営業外費用 0 千円 経常費用（ロ”） 10,814 千円

営業損益

補助対象期間の
前々年度(基準期間※)の

損益状況

基準期間の前年度の
損益状況

基準期間の前々年度の
損益状況

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ（ハ）

基準期間の前年度の実車走行キロ（ハ’）

基準期間の前々年度の実車走行キロ（ハ”）

0

31,311.0

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 102 千円 営業外収益 0 千円

30,558.8



（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

負担割合 負担額

ウの負担者とその負担割合

都道府県

経常費用から
経常収益を控

除した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」
の具体的概要

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

第４号

第３号

第２号

第１号

604,522円

1,258,525円

円

円

 

 

3,733,555円

3,534,183円

申請
番号

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定め
る期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

北北海道 第２号

北北海道 第３号

北北海道 第４号

北北海道 第１号

合計 % 5,404,785円 100.0% 円 % 円 %9,130,785円 5,404,785円 円

(2) 添付書類

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均
値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）
に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に
係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象
期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができ
る。）

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。
　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基
準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

負担割合

補助ブ
ロック

名

申請
番号

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

銭 3 円

補助ブ
ロック

名

5 円 37 銭 5 円 10 銭

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

　（基準期間※） ｇ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前々年度）　ｅ

6 円 31 銭 4 円 56 銭

平均増減率
(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))÷2

=　ｈ

％-4.98

円 50 銭 -2.84

銭

円 銭 ％

4 円 31 銭 2 円 40

58 銭 1

円 銭 円 銭

銭 円 銭 ％

％ 1 45

銭円 銭 円 銭

銭

円 銭 円

円 銭 ％ 円

9 円 48

円

銭

北北海道

北北海道

北北海道

北北海道

 

 

16 銭 -6.32 ％ 2 円 96 銭

1 円 59 銭 1 円 円



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）

１．申請事業者の概要

㎞

㎞

㎞

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

補助対象期間の
前々年度(基準期間※)の

損益状況

基準期間の前年度の
損益状況

基準期間の前々年度の
損益状況

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ（ハ）

基準期間の前年度の実車走行キロ（ハ’）

基準期間の前々年度の実車走行キロ（ハ”）

0

31,311.0

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 102 千円 営業外収益 0 千円

30,558.8 ％

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 152 千円 営業外収益 0 千円 経常収益（イ”） 152 千円

営業費用 10,814 千円 営業外費用 0 千円 経常費用（ロ”） 10,814 千円

営業損益

30,830.8 経常収支率 0.98 ％

営業損益

千円 経常損益 △ 10,662 千円△ 10,662 千円 営業外損益

△ 10,260 千円 営業外損益 0 千円 経常損益

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちい
ずれか少ないほう

の額）

ラ

3,696 千円

補助対象経費の
1/2

ツ×1/2＝ネ

1,511.0 千円

1,432.5 千円

245.0 千円

507.5 千円

千円

千円

3,696 千円

3,022,312円

2,865,413円

490,665円

1,015 千円

千円

千円

7,392 千円

国庫補助
上限額

ナ

7,978 千円

補助対象経費

ツ

3,022 千円

ヨのうち補助ブロッ
ク外乗入部分及び
同一補助ブロック

市区町村外乗入部
分以外に係るもの

ヨ×ル＝ソ

3,022,312円

2,865,413円

490,665円

1,015,429円

円

円

7,393,819円

2,865 千円

490 千円

0.0㎞

0.0㎞ 38.3㎞ 0.0㎞ 0.0㎞ 0.0㎞

39.3㎞ 0.0㎞

補助対象
経常費用
の見込額

ト×ヲ以上
の額：カ

補助対象経常費用
から経常収益を控

除した額

ワ－カ＝ヨ

補助対象系統の経
常収益の見込額

補助対象系統
のキロ当たり

経常収益
(ノの額)

㎞

4 系統

2円.96銭

1円.45銭

1,015,429円

円

7,393,819円

㎞

㎞ ㎞

0.0㎞

太陽の丘循環バス　直行便 町立病院北北海道 第３号

17.1㎞

0.0㎞

㎞㎞
日

- 活性化センター 243 日 486.0 回
2.0㎞

1.0㎞

㎞㎞

0.0㎞

回

ト

㎞

㎞

61,965円

33,807円

2,819円

39,393円

円

円

137,984円

円　 銭

9円.48銭

円

合計

 円

7,531,803円

合計

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

3,084,277円

2,899,220円

493,484円

1,054,822円

円

29,670.3㎞
0.0㎞

 

北北海道 第４号

補助ブ
ロック

名

申請
番号

北北海道 第１号

北北海道 第３号

北北海道 第２号

円　 銭

5円.10銭

北北海道
0.0㎞

北北海道 第４号 太陽の丘循環バス　近道便 町立病院 旧本別駅 町立病院 243 日 243.0 回
17.1㎞ 0.0㎞ 0.0㎞

第２号 太陽の丘循環バス　北回り 町立病院 旧本別駅 町立病院 243 日

運行系統

起点
主な

経由地
終点

0.0㎞

㎞

0.0㎞

日 回
㎞

0.0㎞

チ リ

0.0㎞

0.0㎞

1,215.0 回
9.8㎞

0.0㎞ 9.8㎞

円 銭

円 85 銭 253北北海道 309 円 88 銭 253

円 銭

千円

千円

千円

10,138 営業外費用 0 経常費用（ロ） 10,138

千円

千円

千円 126

営業外損益千円

千円

千円

円 85

円

経常収益（イ’） 102

0 経常損益 △ 10,012

千円 経常費用（ロ’） 10,362

△ 10,260

経常収支率 1.40

千円

10,362

補助ブロック名
イ÷ハへホ

％

銭 4

323 円 78 銭 -4.34

％

営業費用 千円 営業外費用 0

1.24

千円

千円

営業費用

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

キロ当たり経常収益

％

円 銭 円 銭 円 銭

87 銭 336 円 9 銭

北北海道 第１号 太陽の丘循環バス　南回り

0.0㎞

系統キロ程
補助ブロック外

乗入部分のキロ程

10.4㎞

0.0㎞ 10.4㎞
旧本別駅町立病院 1,215.0 回243 日

0.0㎞

0.0㎞ 0.0㎞
町立病院

補助ブ
ロック

名

申請
番号

運行
系統名

計画
運行回数

計画
運行日数

（平均） （平均）

平成２７年度本別町

ｃ×（1+（d÷2））
2
 = ニ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

地域キロ当たり
標準経常費用

経常収支率

事業者名

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 126 営業外収益 0 経常収益（イ）

営業損益 △ 10,012

北北海道

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝ａ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-1))÷2

=　ｄ

353 円

100.000 %

%

100.000 %

100.000 %

銭 銭円

0.0㎞ 0.0㎞

0.0㎞ 0.0㎞ 0.0㎞

100.000 %

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

0.0㎞

0.0㎞

㎞ ㎞ ㎞

1,944.0㎞

㎞

11,421.0㎞

ヲ

計画実車走行キロ

12,150.0㎞

円 2 銭

（チ－（リ＋
ヌ））÷チ＝ル

補助ブロック外乗
り入れ部分及び
同一補助ブロック
市区町村外乗り
入れ部分以外の
キロ程の比率

（平均）

4,155.3㎞

% ㎞

㎞ ㎞

㎞

0.0㎞ 0.0㎞

0.0㎞

ヌ

0.0㎞



（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

銭

北北海道

北北海道

北北海道

北北海道

 

 

16 銭 -6.32 ％ 2 円 96 銭

1 円 59 銭 1 円 円

％ 円

9 円 48

円

％ 1 45

銭円 銭 円 銭

銭

円 銭 円

円 銭

銭 円 銭 ％ 銭

円 銭 ％

4 円 31 銭 2 円 40

58 銭 1

円 銭 円 銭

5 円 10 銭

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

　（基準期間※） ｇ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前々年度）　ｅ

6 円 31 銭 4 円 56 銭

平均増減率
(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))÷2

=　ｈ

％-4.98

円 50 銭 -2.84

銭 3 円

補助ブ
ロック

名

5 円 37 銭

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に
係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象
期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができ
る。）

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。
　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基
準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

負担割合

補助ブ
ロック

名

申請
番号

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

(2) 添付書類

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均
値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）
に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

円 % 円 %9,056,247円 5,360,247円 円

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定め
る期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

北北海道 第２号

北北海道 第３号

北北海道 第４号

北北海道 第１号

合計 % 5,360,247円 100.0%

第４号

第３号

第２号

第１号

599,587円

1,248,251円

円

円

 

 

3,703,077円

3,505,332円

申請
番号

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

ウの負担者とその負担割合

都道府県

経常費用から
経常収益を控

除した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」
の具体的概要



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【平成２５年度、２６年度、２７年度において変更の予定なし】

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

（２）添付書類

１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

8,275 本別町（全域） 過疎地域自立促進特別措置法

市町村名 本別町

人　口

人口集中地区以外 8,275

交通不便地域 8,275

人　口 対象地区 根拠法

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が（３．）に掲げる法律（根拠法）に基づき地域指定されて
いる場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当しない地
区の人口を記載すること。

「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域とみなさ
れる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域、
半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振興山村に該当する地域
の人口を記載すること。



（添付書類） 
 
本別町区域図 
 
 

本別町区域 

太陽の丘循環バス運行エリア 



運送者名

デ マ ン ド 型 運 行 合 計

2

2

（㎞） 21.9

3

種 別

事業概況（平成２３年９月３０日現在）

　自家用有償旅客運送
　自動車数

　路線キロ

乗合バ ス型運行

自家用有償旅客運送　輸送実績報告書

（地域公共交通確保維持改善事業関係）

2

2

市 町 村 有 償 運 送 過疎地有償運送

　運送の区域

本別町

　運行系統数 3

バ ス

乗用車

計

デ マ ン ド 型 運 行 合 計

（㎞） 31,311

（㎞） 31,311

（時間） 2,086

（人） 18,827

（千円） 126

（千円） 126

輸送実績（平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日まで）

126

　走行キロ

　うち実車走行キロ

　サービス提供時間

　輸送人員

　営業収入

　うち旅客運賃収入

18,827

126

備考
１．種別の欄には、該当する事項を○で囲むこと。
２．事業概況については、登録を受けたすべての路線又は運送の区域における当該事業について記載すること。
３．自家用有償旅客運送自動車数については、乗合バス型運行、デマンド型運行それぞれに使用する車両数を
　記載し、合計欄は自家用有償旅客運送自動車の総数を記載する。
　　（乗合バス型運行とデマンドバス型運行の自動車数の和と合計欄の数値は、一致しない。）

乗 合 バ ス 型運行

31,311



市町村有償運送 過疎地有償運送

運送者名

乗合バス型運行 デマン ド型 運行 合 計

152 152

152 152

7,360 7,360

ガ ソ リ ン 746 746

軽 油 54 54

油 脂

そ の 他

計 800 800

車 両 1,648 1,648

そ の 他

計 1,648 1,648

車 両

そ の 他

計

営
業
収
益

運 送 雑 収

合 計

種 別

自家用有償旅客運送　収支計算書
平成２０年１０月１日　から　平成２１年９月３０日　まで

本別町

（単位：千円）

運

人 件 費

燃料油脂費

修 繕 費

固 定 資 産
償 却 費

運 送 収 入

計

自賠責保険

車 両 保 険

そ の 他 103 103

計 103 103

自動車重量税

自 動 車 税

そ の 他

計

9,911

903 903

903 903

10,814 10,814

-10,662 -10,662 

営
業
費
用

運
送
費

施 設 使 用 料

そ の 他

計
一
般
管
理
費

人 件 費

そ の 他

計

そ の 他

合 計

営 業 外 損 益

保 険 料

施設賦課税

合 計

営 業 損 益

合 計

金 融 費 用営
業
外
費
用

営
業
外
収
益

金 融 収 益

そ の 他

道 路 使 用 料

-10,662 -10,662 

営 業 外 損 益

経 常 損 益



市町村有償運送 過疎地有償運送

運送者名

乗合バス型運行 デマン ド型 運行 合 計

102 102

102 102

7,347 7,347

ガ ソ リ ン 559 559

軽 油 52 52

油 脂

そ の 他

計 611 611

車 両 1,425 1,425

そ の 他

計 1,425 1,425

車 両

そ の 他

計

運 送 収 入

運

人 件 費

燃料油脂費

修 繕 費

固 定 資 産
償 却 費

営
業
収
益

運 送 雑 収

合 計

種 別

自家用有償旅客運送　収支計算書
平成２１年１０月１日　から　平成２２年９月３０日　まで

本別町

（単位：千円）

計

自賠責保険

車 両 保 険

そ の 他 98 98

計 98 98

自動車重量税

自 動 車 税

そ の 他

計

9,481

881 881

881 881

10,362 10,362

-10,260 -10,260 

そ の 他

合 計

営 業 外 損 益

保 険 料

施設賦課税

合 計

営 業 損 益

合 計

金 融 費 用営
業
外
費
用

営
業
外
収
益

金 融 収 益

そ の 他

道 路 使 用 料

営
業
費
用

運
送
費

施 設 使 用 料

そ の 他

計
一
般
管
理
費

人 件 費

そ の 他

計

-10,260 -10,260 

営 業 外 損 益

経 常 損 益



市町村有償運送 過疎地有償運送

運送者名

乗合バス型運行 デマン ド型 運行 合 計

126 126

126 126

7,340 7,340

ガ ソ リ ン 614 614

軽 油

油 脂 51 51

そ の 他

計 665 665

車 両 1,167 1,167

そ の 他

計 1,167 1,167

車 両

そ の 他

計

運 送 収 入

運

人 件 費

燃料油脂費

修 繕 費

固 定 資 産
償 却 費

営
業
収
益

運 送 雑 収

合 計

種 別

自家用有償旅客運送　収支計算書
平成２２年１０月１日　から　平成２３年９月３０日　まで

本別町

（単位：千円）

計

自賠責保険

車 両 保 険

そ の 他 103 103

計 103 103

自動車重量税

自 動 車 税

そ の 他

計

9,275 9,275

863 863

863 863

10,138 10,138

-10,012 -10,012 

そ の 他

合 計

営 業 外 損 益

保 険 料

施設賦課税

合 計

営 業 損 益

合 計

金 融 費 用営
業
外
費
用

営
業
外
収
益

金 融 収 益

そ の 他

道 路 使 用 料

営
業
費
用

運
送
費

施 設 使 用 料

そ の 他

計
一
般
管
理
費

人 件 費

そ の 他

計

-10,012 -10,012 

営 業 外 損 益

経 常 損 益



運行系統別総括表（運行日数・運行回数・実車走行キロ）

７８条

往路 復路 平均 往路 復路 平均 往路 復路 平均

1 太陽の丘循環バス　南回り 町立病院 旧本別駅 町立病院 10.4 10.4 0.0 0.0 244 1,220 12,200.0

2 太陽の丘循環バス　北回り 町立病院 旧本別駅 町立病院 9.8 9.8 0.0 0.0 244 1,220 11,468.0

3 太陽の丘循環バス　直行便 町立病院 - 活性化センター 2.0 1.0 0.0 0.0 244 488 1,952.0

4 太陽の丘循環バス　近道便 町立病院 旧本別駅 町立病院 17.1 17.1 0.0 0.0 244 244 4,172.4

合計 39.3 0.0 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,792.4

申請
番号 運行系統名

キロ程 前々年度実績 計画運行系統

起点
主な

経由地 終点

系統 補助ブロック外 市町村外 実車
走行キロ

キロ当たり
経常収益

運行
日数

運行
回数

実車
走行キロ

北北海道

253.85

許可・運行形態

標準経常費用

計画策定市町村

計画年度

運行予定事業者

補助ブロック名本別町

平成２５年度

本別町

乗合バス型

1/2



運行系統別総括表（運行日数・運行回数・実車走行キロ）

７８条

往路 復路 平均 往路 復路 平均 往路 復路 平均

1 太陽の丘循環バス　南回り 町立病院 旧本別駅 町立病院 10.4 10.4 0.0 0.0 245 1,225 12,250.0

2 太陽の丘循環バス　北回り 町立病院 旧本別駅 町立病院 9.8 9.8 0.0 0.0 245 1,225 11,515.0

3 太陽の丘循環バス　直行便 町立病院 - 活性化センター 2.0 1.0 0.0 0.0 245 490 1,960.0

4 太陽の丘循環バス　近道便 町立病院 旧本別駅 町立病院 17.1 17.1 0.0 0.0 245 245 4,189.5

合計 39.3 0.0 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,914.5

北北海道

253.85

許可・運行形態

標準経常費用

計画策定市町村

計画年度

運行予定事業者

補助ブロック名本別町

平成２６年度

本別町

乗合バス型

系統 補助ブロック外 市町村外 実車
走行キロ

キロ当たり
経常収益

運行
日数

運行
回数

実車
走行キロ

申請
番号 運行系統名

キロ程 前々年度実績 計画運行系統

起点
主な

経由地 終点

1/2



運行系統別総括表（運行日数・運行回数・実車走行キロ）

７８条

往路 復路 平均 往路 復路 平均 往路 復路 平均

1 太陽の丘循環バス　南回り 町立病院 旧本別駅 町立病院 10.4 10.4 0.0 0.0 243 1,215 12,150.0

2 太陽の丘循環バス　北回り 町立病院 旧本別駅 町立病院 9.8 9.8 0.0 0.0 243 1,215 11,421.0

3 太陽の丘循環バス　直行便 町立病院 - 活性化センター 2.0 1.0 0.0 0.0 243 486 1,944.0

4 太陽の丘循環バス　近道便 町立病院 旧本別駅 町立病院 17.1 17.1 0.0 0.0 243 243 4,155.3

合計 39.3 0.0 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,670.3

申請
番号 運行系統名

キロ程 前々年度実績 計画運行系統

起点
主な

経由地 終点

系統 補助ブロック外 市町村外 実車
走行キロ

キロ当たり
経常収益

運行
日数

運行
回数

実車
走行キロ

北北海道

253.85

許可・運行形態

標準経常費用

計画策定市町村

計画年度

運行予定事業者

補助ブロック名本別町

平成２７年度

本別町

乗合バス型

1/2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（本別町） 太陽の丘循環バス路線図 H24.4.1～ 



平成２４年４月１日改正

㎞ 分

2.0 0:05

0.2 0:03

0.8 0:03

0.3 0:02

0.3 0:03

1.0 0:03

0.8 0:03

0.5 0:03

0.3 0:03

1.4 0:03

0.3 0:03

0.4 0:03

0.6 0:03

1.5 0:04

10.4 0:44

【北回りコース】 ⑧ 柏 木 町

⑥ 東 町 梅 津 宅 前

⑦ ふ れ あ い 交 流 館

⑤ 義 経 橋

⑭ 病 院 着 8:15 9:30 11:50 13:54 15:34

④ 旧 Ｎ Ｔ Ｔ 前

⑬ 南４丁目楜沢宅前 8:11 9:26 11:46 13:50 15:30

③ 南 ２ 丁 目

⑫
南４丁目 多東組資
材 置 場 前

8:08 9:23 11:43 13:47 15:27

子 育 て支 援 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 前

⑪ 開 建 除 雪 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 8:05 9:20 11:40 13:44 15:24

南

新 町 公 園 前

⑩ 共 栄 集 会 場 8:02 9:17 11:37 13:41 15:21 ⑩

栄 町 児 童 館 前

⑨ み ど り 公 園 前 7:59 9:14 11:34 13:38 15:18 ⑨

栄 町 通 り

⑧ 柏 木 町 7:56 9:11 11:31 13:35 15:15 ⑧

清 流 町 山 根 宅 前

⑦ ふ れ あ い 交 流 館 7:53 9:08 11:28 13:32 15:12 ⑦

北地区交 流 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 前

⑥ 東 町 梅 津 宅 前 7:50 9:05 11:25 13:29 15:09 ⑥

錦 町 会 館 前

⑤ 義 経 橋 7:47 9:02 11:22 13:26 15:06 ⑤

山 手 町 遠 山 宅 前

④ 旧 Ｎ Ｔ Ｔ 前 7:44 8:59 11:19 13:23 15:03 ④

16:43

③ 南 ２ 丁 目 7:42 8:57 11:17 13:21 15:01

北

③

16:40

② 本 別 道 の 駅 7:39 8:54 11:14 13:18 14:58 ② 本 別 道 の 駅

16:35

① 活 性 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 7:36 8:51 11:11 13:15 14:55 ① 活 性 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

発着時刻

⑭ 病 院 発 8:46 11:06 13:10 14:50 ⑭ 病 院 発

太 陽 の 丘 循 環 バ ス 運 行 時 刻 表

【南回りコース】 【近道便】

停　　留　　所 間距離 所要時間 発　　着　　時　　刻 停　　留　　所

㎞ 分

2.0 0:05

0.2 0:03

0.5 0:03

0.8 0:02

0.5 0:03 ※

0.3 0:03

1.2 0:05

※
0.4 0:04

1.5 0:05

0.5 0:03

1.9 0:05

9.8 0:41

（１）生活保護法による保護を受けている者

（２）未就学児童

（３）身体障害者手帳の交付を受けている者

㎞ 分 （４）精神保健福祉手帳の交付を受けている者

（５）療育手帳の交付を受けている者

2.0 0:05 （６）満６５歳以上の者
活 性 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 着 10:35 12:25 14:35 16:05

（７）（３）～（５）に定める者の介助が必要
　　　な場合の付添人

【直行便】

病 院 発 10:30 12:20 14:30 16:00

15:46 ※使用料（運賃）は一乗車１００円。
ただし、以下に該当する者は無料。
【全便共通】⑪ 病 院 着 8:15 9:30 11:50 14:11 15:51

⑩ 子育て支援ｾ ﾝ ﾀ ｰ前 8:10 9:25 11:45 14:06

新 町 公 園 前 8:07 9:22 11:42 14:03 15:43

15:34
近道便の本別道の駅以降は、利用
者の降車地に応じて、北・南地区
の順に最短ルートを運行します

⑧ 栄 町 児 童 館 前 8:02 9:17 11:37 13:58 15:38

⑨

⑦ 栄 町 通 り 7:58 9:13 11:33 13:54

近道便は、病院前、活性化ｾﾝﾀｰ
前、本別道の駅以外は乗車できま
せん⑥ 清 流 町 山 根 宅 前 7:53 9:08 11:28 13:49 15:29

15:23

⑤ 北地区交流ｾ ﾝ ﾀ ｰ前 7:50 9:05 11:25 13:46 15:26

15:21
⑭ 病 院 着

④ 錦 町 会 館 前 7:47 9:02 11:22 13:43

15:18
⑬ 南 ４ 丁 目 楜 沢 宅 前

③ 山 手 町 遠 山 宅 前 7:45 9:00 11:20 13:41

15:15
⑫
南４丁目 多東組資材
置 場 前

② 本 別 道 の 駅 - - - 13:38

15:10
⑪ 開 建 除 雪 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

① 活 性 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 前 7:42 8:57 11:17 13:35

発　　着　　時　　刻
⑩ 共 栄 集 会 場

⑪ 病 院 発 8:52 11:12 13:30

⑨ み ど り 公 園 前
停　　留　　所 間距離 所要時間

南


	01 本別町 地域内フィーダー系統確保維持計画
	03 H25 申請額計算表 表１
	04 H26 申請額計算表 表１
	05 H27 申請額計算表 表１
	06 H25 申請額計算表 表２
	07 H26 申請額計算表 表２
	08 H27 申請額計算表 表２
	09 申請額計算表 表５
	09-2 表５地域の概要（区域図）_本別町
	11 H23 輸送実績報告書（78条有償運送）
	12 H21 収支計算書（78条有償運送）
	12 H22 収支計算書（78条有償運送）
	12 H23 収支計算書（78条有償運送）
	02 H25 申請額計算表 系統別総括表
	06 H26 申請額計算表 系統別総括表
	12 H27 申請額計算表 系統別総括表
	10 運行系統図
	14 時刻表

